
第 105回岩手県環境影響評価技術審査会 

 

日時 令和６年１月 18日（木）９：45～11：45 

場所 岩手県民会館 ４階 第２会議室  

 

 

次     第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

盛岡簗川風力発電事業 環境影響評価方法書について（資料№1-1～1-6） 

 

３ その他 

(1) 陸上風力発電所に係る環境影響評価の課題と対応について（協議） 

(2) 第２種事業の判定に係る課題と対応の方向について（協議） 

(3) 環境影響評価手続の実施状況等について（報告） 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

№1-1：盛岡簗川風力発電事業に係る環境影響評価手続状況 

№1-2：盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書に対する市町村長意見 

№1-3：盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書についての意見の概要と事業者の見解 

№1-4：盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員等事前質問・意見及び事業者回答 

№1-5：盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員等事前質問・意見及び事業者回答別紙  

№1-6：盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員等事前質問・意見及び事業者回答補足資料 

№2-1：陸上風力発電所に係る環境影響評価の課題と対応について 

№2-2：第２種事業の判定に係る課題と対応の方向について 

№2-3：環境影響評価手続の実施状況等について 
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第 105回岩手県環境影響評価技術審査会 タイムテーブル 

日時 令和６年１月 18日（木）９：45～11：45 

場所 岩手県民会館 ４階 第２会議室 

時間 内容 

９：45 開会 

９：50～10：50 

（60分） 
議事 盛岡簗川風力発電事業 環境影響評価方法書について 

10：50～10：55 

（５分） 
休憩 

10：55～11：45 

（50分） 
その他 

11：45 閉会 

 

 



盛岡簗川風力発電事業に係る環境影響評価手続状況 

事業の名称 盛岡簗川風力発電事業 

適用区分 法第２種 

事業の種類 風力発電(陸上) 

事業の規模 出力 46,200kW  

事業の実施区域（予定地） 盛岡市及び宮古市 

事業者の名称 株式会社タカ・クリエイト 

環境影響評価手続者 同上 

方法書 

提出 令和５年９月 14日受付 

縦覧期間 令和５年９月 15日～令和５年 10月 14日 

住民等の意見書の提出期間 令和５年９月 15日～令和５年 10月 30日 

説明会 令和５年９月 30日、10月１日 

意見の概要書の提出 令和５年 11月 30日 意見：27件（３通） 

技術審査会の審査 令和６年１月 18日 

知事意見の送付 
令和６年 月 日 

(送付期限：令和６年２月 28日) 

 

資料№１-１ 
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「盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書」に対する盛岡市長意見 

【総括的事項】

環境影響評価を行う過程において、環境影響評価の項目及び手法の選定等に係る事項に新

たな事情が生じた場合は、必要に応じて環境影響評価の項目及び手法の見直しを行うなど、

適切に対応していただきたい。

【個別的事項】

(1) 水質

当該事業区域内には、水道水源保護区域が指定されておりますので、工事の実施に伴う水

質への影響について、最新の知見・技術を用いて調査・予測・評価及び環境保全措置の検討

を行い、対象事業実施区域への影響が最小限となるよう配慮願います。また、次の点につい

ても留意願います。

ア 重機等からの油の流出により、水道水源を汚染することがないように、現場管理に十分

注意願います。

イ 山林や作業用道路等からの土砂の流出により、水道水源を汚濁することがないように、

環境保全対策に十分配慮願います。

(2) 動物・植物・生態系

ア 対象事業実施区域及びその周辺は自然豊かな山林であり、希少な動植物の生息も予想さ

れることから、調査方法及び調査範囲等を適切に設定していただきたい。

イ 施設の配置及び施工方法については、鳥類の営巣活動に極力影響がないように計画し必

要に応じて専門家の助言を受けながら十分な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま

えて影響を回避又は低減するような環境保全措置を実施していただきたい。特に食物連鎖

の上位に位置する猛禽類の保護については、生態系保全の観点から重要であるため、十分

に配慮願います。

(3) 景観

ア 対象事業実施区域は、盛岡市景観計画において「景観形成地域の山地景観地域」に位置

しています。景観法に基づき、工事着手の 30 日前までに届出が必要となりますので、盛

岡市景観計画の景観形成基準に適合させて検討していただきたい。

イ 建設に当たっては、建物の色彩、意匠及び外構などを統一したものにするなど、良好な

景観形成のための取組を検討してください。

ウ 敷地内に看板等を設置する場合、盛岡市屋外広告物条例による許可申請を必要とする場

合があります。

エ 詳細については、景観政策課と協議願います。

(4) 文化財

対象事業実施区域は、「盛岡市遺跡地図 2008 年版」によれば、埋蔵文化財包蔵地に該当し

ておりませんが、過去に分布調査を実施していないことから、盛岡市遺跡の学び館において

現地調査を行う予定です。詳細については、遺跡の学び館と協議願います。また、工事の際
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に埋蔵文化財と思われるものが発見された場合には、現状を変更することなく速やかに遺跡

の学び館に連絡し協議願います。 
(5) 人と自然との触れ合いの活動の場 

   風力発電設備の配置等の検討にあたっては、事業実施区域周辺も含め、人と自然との触れ

合いの活動の場の利用状況や利用環境に関する適切な調査、予測及び評価を行い、専門家等

の助言に加え、地域住民等の意見を聴き、これらの結果を踏まえて事業実施による影響を回

避・低減するよう配慮願います。 
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「盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書」に対する宮古市長意見 

 

宮古市では、令和５年４月に「宮古市再生可能エネルギー推進条例」を施行し、再生可能エネ

ルギーの導入及び地産地消の推進に取り組んでいます。 
 再生可能エネルギーの導入にあたっては、地域の自然条件及び社会的背景を理解し、自然環境、

景観及び生活環境への影響に十分配慮することを基本理念のひとつに掲げていることから、 対象

事業について、 次のとおり意見を提出します。 
 
１ 総括的事項 
 (1) 環境影響評価を行う過程において、新たな事情が生じた場合、必要に応じて環境影響評価

の項目及び手法等の見直しを行うなど、適切に対応すること。 
(2) 宮古市再生可能エネルギー推進条例第 10 条に規定する計画の届出をすること。 

 
２ 個別的事項 
 (1) 水質 
   対象事業実施区域内には、水道水源保護区域が指定されています。工事の実施に伴う水質

への影響について、調査・予測・評価及び環境保全措置の検討を行うとともに、宮古市と協

議すること。 
 (2) 自然環境（植物・動物・生態系） 

① 対象事業実施区域内には、市域の一部が該当し、その区域は岩手県が指定する区界高原鳥

獣保護区と区界高原自然環境保全地域普通地区に指定されています。自然度が高い環境であ

り、調査方法及び調査範囲などは、適切に設定すること。 
  ② 各種報告書等により、対象区域周辺には希少動植物が生息・植生していることが報告され

ています。生物の多様性に影響を及ぼすことがないよう、十分に配慮すること。 
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盛 岡 簗 川 風 力 発 電 事 業 

環 境 影 響 評 価 方 法 書 に つ い て の 

意 見 の 概 要 と 事 業 者 の 見 解 

令和 5 年 11 月 

株式会社タカ・クリエイト 
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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及

びその要約書を公告の日から起算して 1 か月間縦覧に供した。 

(1) 公告の日

令和 5 年 9 月 15 日（金）

(2) 公告の方法

① 日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照）

令和 5 年 9 月 15 日（金）付けの以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。

・岩手日報

② 地方公共団体の広報誌によるお知らせ

以下の広報誌に「お知らせ」を掲載した。

・広報みやこ（令和 5 年 9 月 1 日発行：別紙 2 参照）

③ インターネットによるお知らせ

以下の URL に「News（新着情報）」を掲載した。

・株式会社タカ・クリエイト ウェブサイト（別紙 3 参照）

https://takacreate.com/

また、以下のウェブサイトに情報が掲載された。 

・岩手県のウェブサイト（別紙 4 参照）

・盛岡市のウェブサイト（別紙 5 参照）

・宮古市のウェブサイト（別紙 6 参照）
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎 4 か所において縦覧を行った。また、インターネットの利用による縦覧を実施

した。 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・盛岡市若園町分庁舎 環境部環境企画課 

・盛岡市 簗川支所 

・宮古市庁舎 エネルギー・環境部環境課 

・宮古市 川井総合事務所 

②  インターネットの利用による縦覧 

・株式会社タカ・クリエイト Web ページ（別紙 3 参照） 

https://takacreate.com/iwate.html 

 

(4) 縦覧期間 

縦覧期間は、令和 5 年 9 月 15 日（金）から令和 5 年 10 月 14 日（土）であるが、意見募集

のため令和 5 年 10 月 30 日（月）まで縦覧期間を延長し、その間、縦覧可能とした。 

上記期間の縦覧可能な日時について、縦覧場所は各施設の開庁日及び時間とし、インターネッ

トは常時アクセス可能とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は、0 名であった。 

 

（内訳） 

・盛岡市若園町分庁舎環境部環境企画課   0 名 

・盛岡市簗川支所   0 名 

・宮古市庁舎エネルギー・環境部環境課   0 名 

・宮古市川井総合事務所   0 名 
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２．環境影響評価方法書についての説明会 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

(1) 公告の日及び公告方法

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。（別紙 1～

7 参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。

・開催日時：令和 5 年 9 月 30 日（土）15 時 00 分から

・開催場所：簗川老人福祉センター

（盛岡市川目第 10 地割 78-1） 

・来場者数：6 名

・開催日時：令和 5 年 10 月 1 日（日）10 時 00 分から

・開催場所：門馬地域振興センター

（岩手県宮古市区界 3-32-20） 

・来場者数：4 名

また、公告・縦覧開始後、現地の簗川自治振興会より要望を頂き、下記住民説目会を追加実

施した。この説明会は簗川自治振興会向けとし、振興会より地域住民の方々へ直接周知頂いた。 

・開催日時：令和 5 年 10 月 28 日（土）18 時 30 分から

・開催場所：簗川地区振興センター

（岩手県盛岡市簗川第 5 地割 35-4） 

・来場者数：13 名
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３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の提

出を受け付けた。（別紙 8 参照） 

(1) 意見書の提出期間

令和 5 年 9 月 15 日（金）から令和 5 年 10 月 30 日（月）までの間とした。

（郵送の受付は当日消印有効とした。）

(2) 意見書の提出方法

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

① 縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函

② 当社への郵送またはメールによる書面の提出

(3) 意見書の提出状況

合計 3 名の方から合計 3 通の意見書が提出された。

なお、意見の総数は 27 件であり、その内訳は以下のとおりである。

提出者（名） 意見書数（通） 意見数（件） 

1 1 12 

1 1 6 

1 1 9 

合計 3 名 合計 3 通 合計 27 件 
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第２章 環境影響評価方法書について環境の保全の見地から提出された意見の概要と事

業者の見解 

「環境影響評価法」第 8 条第１項の規定に基づき、環境影響評価方法書について、環境の保全の

見地から提出された意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は表 2-1 のとおりである。 

表 2-1(1) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解（意見書 1） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

【1】貴重な自然環境の保全に関して 

岩手県の北上高地には、山林・牧野・農耕地・河川・

湖水等の混在した多様で豊かな自然環境があり、一年を

通して多様な野生動物が生息しております。特に盛岡市

簗川地区から宮古市区界地区にまたがる事業実施予定

地やその周辺地域は、多数の鳥類の貴重な生息地、繁殖

地、あるいは越冬地となっており、方法書 p.23 や p.103

にも示されているように、周囲には鳥獣保護区や同特別

保護地区、区界高原自然環境保全地域、早坂高原青松葉

山の生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)、北

上高地緑の回廊、保安林など自然環境の保全に関わる

様々な地域指定の網もかかっております。また少し範囲

を広げると、貴重な自然環境の宝庫である早池峰国定公

園や外山早坂県立自然公園なども存在します。さらに方

法書 p.69 にも示されているように、環境省は環境アセ

スメントデータベース(EADAS)の「風力発電立地検討の

ためのセンシティビティ－マップ」で、北上高地全体を

注意喚起レベル A3 に指定しております。また今回の方

法書 p.90 には当該事業予定地周辺の植生自然度の区分

図も示されておりますが、自然度 5～8 レベルの里山の

自然環境まで含めると、この地域のほとんどは中程度以

上の自然度を有しております。つまり当該事業予定地域

には一年を通して多様な野生動物が生息しており、特に

様々な鳥類の貴重な生息地、繁殖地、あるいは越冬地と

して重要です。このような地域に大規模な風力発電施設

の建設を行うと、この地域の自然環境，特に鳥類の生息

環境に重大な影響が及ぶ可能性が強く危惧されます。

従って当会は、貴社に対して当該地域における風力発

電事業計画の白紙撤回を強く求めます。 

今後、動植物などの生息及び生育状況について、

現地調査を実施してまいります。これらの結果等

を踏まえ、環境影響を回避又は極力低減できるよ

う、計画熟度を高めてまいります。 

2 

【2】希少猛禽類の生息環境の保全に関して 

当該事業予定地域やその周辺には、イヌワシ・クマタ

カ等の希少猛禽類が高密度で生息しており、そのことは

今回の方法書 p.68のメッシュ図にも示されております。

特にイヌワシとクマタカは環境省の「レッドリスト

2018」では絶滅危惧ⅠB 類、岩手県の「いわてレッドデ

ータブック」では A ランクに指定されており、それらの

生息環境の保全が強く求められております。また文化財

保護法においては国の天然記念物に、絶滅の恐れのある

野生動植物の種の保存に関する法律においても国内希

少野生動植物種に指定されています。つまりイヌワシ保

護は今日の我が国の重要課題の一つになっていると言

えます。岩手県には我が国に生息するイヌワシの 20％ほ

どが生息しており、特に北上高地はイヌワシの高密度生

息地として日本国内に残された貴重な地域となってい

ます。当会のこれまでの観察でも、当該事業予定地域を

含む広いエリア内には複数のイヌワシのペアが複数箇

所で営巣し繁殖しておりますし、餌場（狩り場）として

の利用頻度も極めて高い地域です。このような地域に大

今後、クマタカやイヌワシ等の希少猛禽類の生

息に十分留意し、鳥類の生息状況及び飛翔状況に

ついて、現地調査を実施してまいります。これらの

現地調査結果等を踏まえて、影響を回避又は極力

低減できるよう、計画熟度を高めてまいります。 

（表は次ページに続く）
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型風力発電施設を建設することは、イヌワシの繁殖行動

に多大なる悪影響を与える恐れがあります。風力発電施

設は主に「バードストライク」と「風発施設の忌避によ

り狩り場（餌場）が放棄されること」の 2 点の危険要因

によりこれらの希少猛禽類の生息を脅かします。そのう

え、北上高地には既に数力所の風力発電施設が稼働して

おり、その結果として岩手県内各地で特にイヌワシの繁

殖や採餌の適地が消滅しております。このような状況下

で新たに北上高地に風力発電施設が稼働すると、生息環

境の一層の悪化を招くことになります。 

従って当会は希少猛禽類の生息環境の保全の立場よ

り貴社の方法書に示されている当該事業計画の中止を

強く求めます。 

3 

(1) 風力発電施設の設置は、山の稜線を猛禽類や大型鳥

類が飛ぶ際にバードストライクの可能性を高めると

ともに、風力発電施設やその周辺の広大な地域から

希少猛禽類を排除することに繋がります。実際に岩

手県内では、2008 年 9 月に釜石広域ウインドファー

ムでイヌワシのバードストライクが発生しており、

またかつてはイヌワシの定常的な採餌適地であった

盛岡市玉山地区の天峰山付近の地域では、姫神ウイ

ンドパークの稼働に伴いイヌワシの姿が全く見られ

なくなりました。風力発電施設の稼働に伴ってイヌ

ワシの生息地域が失われた同様の事例は岩手県内の

他の地域でも起こっております。すなわち希少猛禽

類と風力発電施設の共存は技術的に困難な課題であ

り、現段階ではその解決のための適切な方策は確立

されておりません。

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のた

めの手引き」（環境省）などのガイドラインを参考

にし、最新の知見についても収集に努めます。本事

業における環境保全措置を検討し、バードストラ

イクへの影響を回避又は極力低減できるよう計画

熟度を高めてまいります。

4 

(2) 貴社の方法書 p.7～p.8に示されている通りに当該事

業が進められると、山の尾根筋に最大高度 178.5mの

3 ブレード型風車 11 基が林立することになります。

この 178.5mという高度は、これまでの種々の研究結

果によりイヌワシの主な利用高度とされる高度帯と

ほぼ重なることが知られており、このままでは施設

の稼働に伴いイヌワシのバードストライクの可能性

が高まります。既存の 3 ブレード型の風車が頻繁に

バードストライク・バットストライクを起こしてい

ることは過去の膨大なデータにより明らかになって

おりますし、既存の風力発電施設においてブレード

塗装やシール貼り付け等の対策が希少猛禽類のバー

ドストライク防止にあまり有効でないことも既に実

証されております。釜石広域ウインドファームで発

生したイヌワシのバードストライクも 3 ブレード型

の風力発電装置によるものでした。

従ってこのような過去の事例を教訓とし、当該地域

での風力発電事業計画を中止するよう強く求めます。 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のた

めの手引き」（環境省）などのガイドラインを参考

にし、最新の知見についても収集に努めます。今後

実施する現地調査結果より、バードストライク・バ

ットストライクへの影響を回避又は極力低減でき

るよう本事業における環境保全措置を検討し、計

画熟度を高めてまいります。 

5 

(3)当該地域付近の各所にイヌワシの繁殖地や採餌適地

（狩場）が点在していることは、私どものこれまで

の観察により明らかになっております。

これに関して、岩手県内で現在稼働している風力発

電施設に近隣するイヌワシ営巣地では、繁殖に成功し

ない状態が続いており、その大きな理由の一つとして

挙げられているのが餌不足です。つまり事業規模の大

小に関わらず風力発電施設の稼働開始に伴いイヌワ

シがその地域を忌避し、その結果として、近接するイ

ヌワシの採餌適地（狩り場）が失われていると判断さ

れます。イヌワシの生息環境保全のためには、営巣地

や狩場に近接する地域等での風力発電施設の建設を

避ける必要がありますので、方法書 p.68 に示されて

いるイヌワシの分布メッシュ内での風力発電施設建

今後、現地調査の結果等を踏まえて事業計画の

計画の熟度を高めます。また、イヌワシ等の希少猛

禽類の生息に十分留意し、鳥類等の生息状況につ

いて現地調査を実施してまいります。なお、イヌワ

シについては、餌場等の利用が見られた場合にお

いても、専門家等の意見を参考に、影響を回避又は

極力低減できるよう環境保全措置等を検討してま

いります。

（表は前ページの続き）

（表は次ページに続く）
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設には強く反対いたします。 

6 

(4) (3)とも関連しますが、当該事業の計画の中で風

力発電施設や付随して必要となる変電施設や送電網

をどこにどのように設置するのかについて、今回の

方法書 p.7 には「現在検討中」と記述されているの

みで具体的な記述が見られません。またアクセス用

の道路についても一般国道 106 号線からのアクセス

道路 1 本のみの計画となっているようです。しかし

このような大規模工事の機材搬入や稼働後のメンテ

ナンスのため、複数のアクセス用道路を設置するの

は常識であろうと思いますし、その場合に想定され

る別ルートは今回の方法書に記述はありません。本

来であればこれらの設置の造成・改変工事や施設の

運用自体が当該地域の自然環境に悪影響を及ぼすは

ずですが、それにも関わらず今回の事業計画はこの

ように具体性や今後の見通しが欠けたものになって

おります。これでは事業規模を小さめに公表して自

然環境に配慮しているように見せようとする意図が

あると受け止めざるを得ません。繰り返しとなりま

すが、イヌワシの生息環境保全のためには、営巣地

や狩場に近接する地域等での風力発電施設や関連施

設の建設を是非とも避けていただく必要があります

。

造成工事による森林伐採量、斜面の掘削等によ

る残土の量については、準備書において明らかに

いたします。 

ご指摘のとおり山野災害は防災上の重要なテー

マであると考えております。森林開発による山野

災害の可能性の有無に関しては、森林法に基づく

許認可制度において厳格に審査されるものであ

り、本事業の造成計画においても防災上の対策が

十分講じられているか否かについて、審査の中で

明らかになるものと考えております。

7 

【3】渡り鳥の生息環境の保全に関して 

日本列島は東アジアからオーストラリアに至る多様

な渡り鳥の飛行コースのほぼ中央部に位置し、それぞれ

の季節ごとに日本列島各地で多種多様な烏類の渡りや

夏鳥の繁殖・冬鳥の生息等が観察されます。しかも近年

の鳥類調査技術の飛躍的進歩に伴い、それまでに解明さ

れていなかった渡りのコースなども明らかになってき

ております。 

実際に大型渡り鳥に発信器を装着して追跡したとこ

ろ、北上高地がガンカモ・ハクチョウ類等の春と秋の渡

りの主要なルートとなっていることや、多くの渡り鳥が

夜間にも渡りをしていることなどが知られるようにな

りました。今回の方法書 p.63～p.67 などでもマガン・ヒ

シクイ・オオハクチョウや猛禽類の渡りの確認事例が記

載されております。また当該地域には、環境省のレッド

リストで準絶滅危惧種に、いわてレッドデータブックで

は B ランクに指定されているオオジシギも渡来し、繁殖

しております。重要な鳥類は方法書 p.72 に挙げられて

いるミゾゴイ、ブッポウソウ、アカモズ、チゴモズに止

まらず、p.75 に示される全ての鳥類が生息状況の把握の

対象となるべきものです。風力発電施設が北上高地の至

る所に設置される状況になれば、これらの渡り鳥の生息

環境の撹乱と渡りルートの遮断、さらにはバードストラ

イク発生等の危険性が非常に高まります。

従って当会は、ガンカモ類や猛禽類を含む多くの鳥類

の生息地と渡りのコースの保全の立場より、貴社の方法

書に示されている当該事業計画の中止を強く求めます。 

今後渡り鳥等の主要なルートになっているかな

ど、調査を実施してまいります。鳥類に関してはス

ポットセンサス法による調査等も実施してまいり

ます。これらの現地調査結果等を踏まえて、影響を

回避又は極力低減できるよう、計画熟度を高めて

まいります。 

8 

(1)風力発電施設の稼働に伴うバードストライクにより

、小鳥類や渡り鳥をはじめとする多数の鳥類が命を

落としていることはこれまでに世界各地で多数報告

されています。また風力発電施設の稼働が、渡り鳥

の行動範囲の制約や渡りのコースの攪乱に繋がる要

因となることも知られております。そのためこれら

の渡り鳥の生息地域に風力発電施設を建設する場合

には、事前の詳細な生息状況調査が特に不可欠です

し、過去の失敗事例に学ぶ保全対策の検討も欠かせ

ません。しかし、方法書の p.52～p.53 や p.73 には

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のた

めの手引き」（環境省）などのガイドラインを参考

にし、最新の知見についても収集に努めます。今後

実施する現地調査結果より、バードストライク・バ

ットストライクへの影響を回避又は極力低減でき

るよう本事業における環境保全措置を検討してま

いります。また、公表されている過去の事例も踏ま

え、影響を回避又は極力低減できるよう計画熟度

を高めてまいります。 

（表は前ページの続き）

（表は次ページに続く）
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それらに関する文献が含まれておらず、これらの問

題点にきちんと向き合い解決しようとする姿勢が感

じられません。またこの方法書の中には、実際にこ

の発電施設の稼働に伴うバードストライクの事前予

測に関する検討や、仮にバードストライクが発生し

た場合の対応などに関する記述も見られません。 

9 

(2) 日本野鳥の会が 2016年に実施した全国オオジシギ生

息調査では、本州での生息地域の減少が顕著である

ことが明らかになっております。ここで方法書の資

料 4 に示されているように、当該地域にはオオジシ

ギが繁殖しており、私どもも長年その観察を継続し

ております。オオジシギはその習性により風力発電

施設でのバードストライクの可能性が高いとされて

おります。しかし今回の方法書の中では、当該地域

のオオジシギに特化した生息状況調査やバードスト

ライクの可能性評価は検討項目に入っておらず、こ

のままでは当該事業計画においてオオジシギの生息

環境の保全への配慮は不十分であると言わざるを得

ません。

今後、現地調査を実施し調査範囲において確認

があった重要な種に該当する種を予測対象として

おります。予測及び評価を実施した上で、必要に応

じた環境保全措置を検討いたします。 

10 

(3) 一般に鳥類は飛行により広い範囲を移動しますが、

特に猛禽類は広い行動圏を有します。しかし方法書

p.225 や p.229～p.230 に示される「動物の調査位置

」を見る限りでは、一般鳥類の調査範囲は当該事業

計画地の近隣に限られ、行動範囲の広い猛禽類やガ

ンカモ類でも、事業予定地域から距離的にほぼ 3km

以内の限られた範囲の調査に留まるようです。これ

に関して、方法書 p. 189 の専門家のご意見の中に「

イヌワシが常時利用することは考えにくい」との文

言がありますが、当該地域で調査範囲を少し広げる

だけで、複数のイヌワシの営巣地が含まれるように

なることをこの専門家はご存じなのでしょうか。そ

して当該地域で「時たまイヌワシが姿を見せる」とい

う事実は、行動範囲の広いイヌワシが確実にこの地

域を利用している証です。またここに示される烏類

の専門家のご意見の中には希少猛禽類以外の鳥類に

関するものが含まれておらず、ガンカモ類の渡りや

オオジシギの繁殖などに関する言及が全くありませ

ん。このままでは当該地域の鳥類全般の生息状況の

正確な把握は困難であるため、ここは北上高地の鳥

類の生息状況に、より詳しい複数の専門家のセカン

ドオピニオンを聴取して、その意見を事業計画の中

に積極的に取り入れていただく必要があります。

今後、現地調査を実施し調査範囲において確認

があった重要な種に該当する種を予測対象として

おります。予測及び評価を実施した上で、必要に応

じた環境保全措置を検討いたします。 

11 

(4) 風力発電施設の影や低周波音を含む騒音が近隣住

民の生活環境や健康、さらに牧畜業などに悪影響を

及ぼす恐れがあることは以前より知られております

が、それにとどまらず、当該地域の鳥類の生息環境

にも大きな影響を与える可能性があります。しかし

今回の方法書においては、近隣の住居等と風車の影

や騒音に配慮する記述はところどころに示されてい

るものの、低周波音を含む騒音が野生動物の生息、

例えば夏鳥の繁殖状況や希少猛禽類の生息にどのよ

うな影響を及ぼすかという観点には全く触れており

ません。また今後の計画の具体化に伴ってそれらに

関わる調査も必要となるにも関わらず、そのような

調査を実施するか否かについての記述も見られませ

ん。このままでは野生生物保護に関して環境影響評

価に値する調査結果は得られ難いと考えられます。

風力発電機の影や低周波音を含む騒音が野生動

物の生息に与える影響について国や地方自治体等

が採用している知見等は、現状無いものと認識し

ております。環境影響評価制度において、今後、国

や地方自治体等より調査手法や指針等が示された

場合において、適切に対応いたします。 

12 

【4】風力発電施設の累積的影響に関して 

近年は「面としての環境保全」の考え方に基づき、風 

力発電事業計画全般に対して「他事業者との情報共有・

計画されている他事業者の事業計画について

は、10km 以上の離隔があるため、現段階では累積

（表は前ページに続き）

（表は次ページに続く）
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情報収集を行い、実現可能な事業の内容を検討し、その

結果を記載すること」、及びそれらの複数の事業計画に

よる累積的環境影響の適正な評価が強く求められてお

ります。そしてこの考えに沿う形で、この方法書の p.14

～p.15 には隣接する他の事業者の風力発電事業計画と

して 3 件、稼働中の風力発電事業が 1 件表示されており

ます。しかしそれ以外に、北上高地の近隣地域において

「袖山高原風力発電事業」が既に稼働しており、その北

側にはさらに多くの風力発電事業計画の予定地が並ん

でおります。また北東部に目を向ければ、「SGET 岩泉ウ

インドファーム事業」の建設工事がまさに開始されよう

としております。 

仮に当該事業計画を含むこれらの風力発電事業や事

業計画が全て稼働することになれば、北上高地を東西南

北に縦・横断する風力発電施設の長い繋がりが生じるこ

とになり、鳥類の生育環境に及ぼす累積的影響は計り知

れないものになると懸念されます。それにも関わらず、

この方法書の中にはこれらの風力発電事業計画全体の

累積的環境影響を科学的に評価しようとする方向性が

全く示されておりません。今回の配慮書の通りに当該事

業計画が進められれば、北上高地の広大な地域におい

て、希少猛禽類の生息阻害やガン・ハクチョウ類の渡り

ルート遮断などの起こる恐れが十分に想定されます。 

的影響としては、想定しておりません。 

 

  

（表は前ページの続き） 
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表 2-1(2) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解（意見書 2） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

13 

１．P189：本事業区域は絶滅寸前のイヌワシの営巣地に

近く、区界方面への飛翔ルートに当たるため絶対に認め

られないと、小生がヒアリング時に述べたが、そのヒア

リング記録が全く記載されていない。別の専門家は事業

区南東部直近の兜明神嶽にイヌワシがよくパーチして

いたことをかつて述べていた。事業者に都合の良い助言

内容のみを掲載するのは大きな問題がある。P189 の専門

家は、「地形がなだらかなのでイヌワシが常時利用する

ことは無い」と言うが、北上高地はほぼ全域がなだらか

な準平原地形であり、そこに日本一多くのイヌワシが生

息する。2008 年には準平原にある風車にイヌワシが衝突

死している。イヌワシはなだらかな尾根上でも採餌活動

を高頻度で行っており、クマタカは周囲の斜面林内を採

食に主に利用し、尾根上には境界争いで出現する。

ご相談時に提起されました問題・課題につきま

しては、然るべき施策を講じ、対応してまいりま

す。 

また、ご指摘いただきましたクマタカの尾根上

の境界争いやイヌワシの採餌活動について留意

し、今後、現地調査の上、対応してまいります。 

14 

２．P241：生態系上位性種としてクマタカを扱おうとし

ているが、本事業区域の全域が盛岡イヌワシの行動圏で

あることは別の専門家がかつて報告していた。それによ

れば、牧草地等が新たにできればイヌワシは行動圏を拡

大すると述べている。今回の事業区には牧草地が多く含

まれ、近傍の岩神山北西部などに大規模な伐採地が新た

に創出済みで、さらに風車建設でヤードや取り付け道路

ができればイヌワシが寄って来るのは必須である。ま

た、上述のクマタカの生態的特性や p189 の専門家の意

見から見ても、本事業における上位性種はイヌワシで無

ければならない。 

方法書においては生態系上位性種としては、事

業地周辺において営巣の可能性が想定されるこ

と、四季を問わず確認が想定される選定種として、

クマタカを選定いたしました。猛禽類調査におけ

る出現状況等を踏まえた上で、生態系上位性種の

見直しを含め生息実態に合わせた検討を行ってま

いります。方法書においては猛禽類調査を 1.5 か

年としておりましたが、調査期間を見直し 2 年間

といたします。

15 

３．P214、p215 及び資料 16：猛禽類の調査範囲としてク

マタカを主な対象として周囲 1.5km としているが、イヌ

ワシでは少なくとも 6km は必要である(猛禽類保護の進

め方改訂版 p15 の 2 行目)。さらに、最近の岩手県内の

調査では営巣期で巣から 13km、非営巣期で巣から約 25km

の範囲で活動していることが分かった。事業区北側では

別の風力計画がいくつも進められており、これらとの累

積影響を後発の本事業者自らが調査解析する義務があ

る。従って本事業者は、事業区域周辺半径 25km 内のイヌ

ワシの行動内容を観察定点間隔 3km、定点数 70 カ所で少

なくとも 2 年間は調査する必要がある。さらに、猛禽類

保護の進め方では、繁殖成功年を含む 2 年間としている

ことから、確実に繁殖成功した年次の調査を含むもので

なければならない。

猛禽類調査における出現状況等を踏まえた上

で、生態系上位性種の見直しを含め生息実態に合

わせた検討をいたします。ご指摘のとおりイヌワ

シが生態系上位性種となる可能性も考慮し、今後

の現地調査において、イヌワシの採餌環境として

の利用や繁殖行動等が認められた場合には、定点

の地点数、定点配置及び調査範囲について検討し

てまいります。なお、猛禽類調査の調査期間を見直

し 2 年間といたします。

16 

４．P161：事業区域の内外は大半が岩手県自然環境保全

指針図における B ランクになっており、その多くがイヌ

ワシの採食地である。風力発電が稼働開始になると、ク

マタカと同様に風車周辺半径 500m 程度（78.5ha）のイヌ

ワシ出現数が極端に減少することが分かっている（姫神

山、貞任和山高原）。従って、供用に当たって事業者は好

適餌狩場が使えなくなった面積(11台ｘ78.5ha=864ha内

の好適採食地面積、及び風車列の巣から反対側でバリア

ー効果により使えなくなった面積)を求め、その分の代

償措置として自ら純増で新たに創出供与する義務が生

じる。種の保存法対象種であるイヌワシについて、法第

34 条には土地の占有者は種の保存に留意する義務があ

ると明記されている。一方、事業区周辺の森林の大半は

水源涵養保安林であり、岩手県の再エネ促進区域の除外

区域であり代償措置を取ることができないため、実質、

餌狩場は不足する事態になり、種の保存法に違反するこ

とになるのは明白である。

現況についてはご指摘いただきましたイヌワシ

の採餌活動について留意し、今後、現地調査を実施

してまいります。また、必要に応じて、専門家の助

言等を得ながら採餌環境の創出についても検討を

行ってまいります。 

17 ５．本事業区直近に巣を構えるイヌワシについては、日 本事業の事業地は、民有林及び簗川農業協同組

（表は次ページに続く）
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本野鳥の会が購入した保護区一帯で、この 25 年間イヌ

ワシ保護のための巣の補修や餌狩場の造成を数団体が

共同で実施してきた。盛岡簗川風力事業によりイヌワシ

が消失した場合には、風車の稼働停止や撤去など相応の

責任を取って頂く。それでもイヌワシが戻らない場合に

は、本イヌワシ営巣地保護のために、盛岡市や野鳥の会

等が購入した土地代約 9000 万円と数団体の保護管理経

費 1000 万円、計１億円の損害が生ずることになり、賠償

訴訟の対象になる。

合、簗川生産森林組合の地内で開発を進め、周辺へ

の影響、猛禽類、野鳥他への影響を最小限にできる

よう事業計画を検討しております。 

なお、餌場についても、他に確保できるよう検討

を進めておりますので、訴訟対象にならないよう

慎重に進めてまいります。 

18 

６．ヒアリング時の小生の質問「風車から油が漏れる事

故により牧草が使えなくなる。」について、そのような事

故は無いと回答しているが、2017 年北海道桧山、2020 年

下北六ケ所、2023 年能代沖などで油漏れ事故が発生して

おり、発生事実を隠蔽している。 

私どもの関係している風力事業では、油漏れで

の牧草が使えないような事象は把握しておりませ

ん。また、風車構造、性能を製作者、事業者の立場

から精査して問題のない風車選定をしておりま

す。 

（表は前ページの続き）
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表 2-1(3) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解（意見書 3） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

19 

1.計画は、区界高原近郊の山野開発で問題です。 

事業計画地周辺には、区界高原、緑の回廊、鳥獣保護

区、保安林もあり開発は疑間です。区界高原は長年、登

山、自然観察会など地元住民に親しまれ、保全、利用さ

れてきた地域です。計画は、これまで保たれてきた生態

系、野生生物への影響(特に希少ワシタカ類のバードス

トライク、哺乳類(バットストライク)、昆虫類、植物)、

工事による景観、森林伐採、残土処理、沢水の濁り、山

野災害の懸念など問題が多い。地元に親しまれてきた地

域の開発は、止めるべきです。 

 

今後、現地調査を実施いたします。これらの結果

等を踏まえ、環境影響を回避又は極力低減できる

よう、また、安全性にも配慮し、計画熟度を高めて

まいります。 

20 

2.計画地は盛岡市の希少猛禽類イヌワシの繁殖地近郊

でもあり問題です。 

岩手県は環境基本計画にイヌワシの繁殖率の目標値

を掲げているが、達成困難な状況が続き日標値を低く変

更、昨年の巣立ちは最低の 1 か所でした。岩手のイヌワ

シは、各地でペアの消失が増えており、危機的な状況に

あります。計画が実施されると、この地域のイヌワシの

絶滅も不思議ではない。イヌワシは全国で個体数の減少

が著しく、増殖が難しい種であることから、生息地の開

発は止めるベきです。この地域のイヌワシは、植林地も

多く餌不足から採餌の範囲が広範囲であることが知ら

れています。計画地周辺には、兜明神から岩神岳にかけ

ては草地が広がり定期飛来の採餌場である可能性は高

く、計画地周辺の観察記録もあります。 

また、計画地周辺には複数のクマタカが繁殖している

地域であることも問題です。計画地周辺では、ハチクマ、

ノスリ、ガンハクチョウ類、小鳥の渡りも観察されてい

ます。区界高原にはオオジシギも繁殖している。大型風

車は目立ち景観が悪い。県北の高森高原の風発で、コウ

モリ類の被害が出ています。計画地周辺にも、希少コウ

モリ類の記録があり、衝突が懸念されます。 

 

 

今後、渡り鳥及び希少猛禽類のほか動植物につ

いて現地調査を実施いたします。重要な種として

選定した種については、予測評価を行い、その結果

等を踏まえ、環境影響を回避又は極力低減できる

よう、計画熟度を高めてまいります。 

21 

3.計画の 3 枚ブレード方式の風車は、バードストライク

の要因です。 

計画は、出力 46,200kw、1 基 4200kw(高さ 178.5m)の大

型風車を 11 基立てる設置する計画は、地域の環境に与

える影響は甚大です。特に尾根を,風を利用して移動す

るイヌワシ、クマタカなどには尾根上の高い大型風車は

障害となります。2008 年 9 月に釜石ウインドファームで

イヌワシのバードストライクが発生しています。 

様々な方式の風力発電器機も開発されているが、計画

の防護も無いむき出しのブレードではバードストライ

クを防ぐ手立てがありません。 

 

 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のた

めの手引き」（環境省）などのガイドラインを参考

にし、最新の知見についても収集に努めます。今後

実施する現地調査結果より、バードストライクへ

の影響を回避又は極力低減できるよう本事業にお

ける環境保全措置を検討してまいります。また、公

表されている過去の事例も踏まえ、影響を回避又

は極力低減できるよう計画熟度を高めてまいりま

す。 

22 

4.山野災害が懸念されます。 

風力発電は、各地で強風等による倒壊、ブレードの落

下事故が報告されている。方法書には、工事による森林

伐採量、斜面の掘削等による残土の量が記載されていな 

い。最近は温暖化による大型台風、グリラ豪雨、竜巻な

どによる山野災害が懸念されます。岩泉では台風 10 号

の豪雨で甚大な被害がでている。災害の要因となる山野

の開発計画は止めるべきです。 

 

造成工事による森林伐採量、斜面の掘削等によ

る残土の量については、準備書において明らかに

いたします。 

ご指摘のとおり山野災害は防災上の重要なテー

マであると考えております。森林開発による山野

災害の可能性の有無に関しては、森林法に基づく

許認可制度において厳格に審査されるものであ

り、本事業の造成計画においても防災上の観点か

ら対策が十分講じられているか否かについて、審

査頂くものと考えております。 

23 

5. 累積的影響評価が問題です。 

周辺地域の薮川、宮占岩泉、有芸、川井に風発、太陽

光の既設、計画があり累積的影響評価も大きな問題で

す。現状では北上高地のほぼ全域の高原、牧野等にイヌ

 

計画されている他事業者の事業計画について

は、10km 以上の離隔があるため、現段階では累積

的影響としては、想定しておりません。 

（表は次ページに続く） 
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ワシの生息が確認されている。メガソーラーは、イヌワ

シ狩場の消失、風発はイヌワシのバードストライクが問

題です。送電塔や送電線も、猛禽類や渡り鳥のバードス

トライクの要因です。複数の計画が乱立すると、野鳥な

ど生物に大きな影響がでます。ほぼ県内すべての牧野に

再生エネ計画がある現状では、イヌワシの行き場があり

ません。

累積的影響評価は、監督官庁である環境省、イヌワシ

の生息状況や実情を把握している県の専門員が指導的

役割を果たし、風発、メガソーラーの環境影響評価は行

政が公正に判断すべきです。センシティビティマップ

は、機能しておらず疑問です。 
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6.電力の需給予測と節電対策

今年 2023 年夏の記録的な猛暑でも電力は逼迫しなか

った。国内の電力の自給率は低いと言われるが、現実的

ではないと感じる。回は国際的な温暖化対策に足並みを

合わせて、十分な検討がなされないまま風力発電など再

生エネ計画を推進しているように感じる。狭い国上の日

本では、風力発電設備は、地域の環境に与える影響が大

きい。東京都が新規建物へのソーラー設置の義務付け

は、時代の流れとして納得します。国は原発の再稼働や

新規原発開発を表明。企業は、再生エネルギーは不安定

電力として歓迎していないように見受けられ、新規火力

発電の稼働、今後の新規火力の稼働予定報道など混乱し

ている。岩手県は、梁川ダムを発電ダムとし、木質バイ

オマス発電、メガソーラー、風力発電も県内各地で計画

が日白押しで、岩手にこれ以上の電力が必用なのか疑間

です。都市のイベントのライトアップなど電力浪費と見

られる事例も多く、ＳＤＧｓの推進からも、電気は将来

の経済や人口減少予測を適正に判断し電力の需要を求

め、多く作るのではなく、節電対策を推進するべきです。 

国のエネルギー政策については、一事業者とし

て論評できる立場にはございませんが、「第 6 次エ

ネルギー基本計画」は 2050 年のカーボンニュート

ラルの実現、気候変動問題への対応並びに日本の

エネルギー需給構造の抱える課題の克服という目

的を踏まえて策定されており、本事業においても、

我が国のエネルギー需給に寄与し、岩手県の方針

にも合致するものであると考えております。また、

同時に地域の活性化に貢献するものとなると確信

しております。
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7.合同会社は問題です。

再生エネルギー事業は、稼働時には合同会社に変更の

ケースが多く問題です。

この計画には、合同会社への変更はないのか?

本事業会社は、合同会社ではありません。今後の

開発についても、弊社が中心になって開発を進め

てまいります。 
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8.適正な環境影響評価と適切な保護対策を望みます。

方法書では、猛禽類調査、渡り鳥調査は月当たり３日

連続の調査を短く、他の調査も調査項目も多く十分な調

査はできないと思われる。一日当たり調査時間は午前 8

時から 16 時と年間ほぼ同じです。春から夏の長い日照

時間帯でも、野鳥の最も活動する早朝、夕刻の時間帯な

ど繁殖期の重要な時間帯の調査が実施されないとても

緩い内容です。コウモリや多くの渡り鳥は夜間に移動す

るが有効な調査は期待できません。イヌワシの餌資源調

査は、ノウサギの糞粒調査のみで、現状ではイヌワシは

餌不足であるので、餌資源分析にはいつも疑問がある。 

渡り鳥調査としては、日の出前後及び日没前後

についても、調査を実施することとしており、渡り

鳥の種類に応じた調査時間帯についても、検討し

てまいります。また、県及び国の審査等を踏まえ、

より適切となるよう調査計画についても適宜見直

してまいります。 
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9.専門家の意見

資料には、専門家の意見も掲載されている。『イヌワシ

が常時利用することは考えにくい』との記載は疑問で

す。専門家の意見は、大変重要で事業の可否判断材料と

なります。匿名とせず氏名を公表することで専門家の権

威が証明されます。専門家は、イヌワシ保護を優先し、

公正中立な環境影響評価をよろしくお願いします。 

個人情報保護の観点から、専門家の氏名等は匿

名としております。 

（表は前ページの続き）
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[別紙 1] 

○日刊新聞紙による公告

・岩手日報（令和 5年 9月 15日（金）朝刊
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 [別紙 2] 

○地方公共団体の広報誌による「お知らせ」

・広報みやこ 9月 1日号
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[別紙 3-1] 

○インターネットによる「お知らせ」

・株式会社タカ・クリエイト ホームページ
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[別紙 3-2] 
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[別紙 3-3] 
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[別紙 4] 

・岩手県のウェブサイト 
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[別紙 5] 

・盛岡市のウェブサイト
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[別紙 6] 

・宮古市のウェブサイト 
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 [別紙 7] 

・お知らせ
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 [別紙 8] 

・意見記入用紙
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盛岡簗川風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員等事前質問・意見

№ 項目 委員名 図書頁 質問・意見 事業者回答

1
事業
区域

伊藤（歩）
委員

6
　風車の設置予定位置が山田線上にありますが、杭基礎の施工やその存在が鉄道トンネル
などに与える影響は無いとうことでよろしいでしょうか。

　2号機風車についてはJR山田線の第一飛鳥トンネルの上に位置しますが、直上は避け
て配置しております。また、第一飛鳥トンネルの南側入口の標高は約670m、北側入口は
約610mとなっていますが、2号機風車の基礎標高は約860mで、風車-トンネル間の層厚は
概ね200m以上あると考えられます。従いまして杭基礎等の工法を用いた場合でも全く影
響はないと考えております。

2
事業
区域

伊藤（歩）
委員

26
　風車の配置において、右下から3つ目と4つ目の間に肌色の部分が見えますが、これは何
を示しているのでしょうか。

　JAPAN FARM 簗川第2農場の鶏舎となっています。

3
事業
区域

伊藤（歩）
委員

83、98、
106、107

　対象事業実施区域は区界高原自然環境保全地域や宮古市区界高原鳥獣保護区、自然植生
度9、保安林、優れた自然の保全区分Bといった保全を要する様々な場所と重なっていま
す。これらの地域が保全のために指定された理由を確認していただいたうえで、当該区域
を選定した理由について説明してください。また、自然環境保全地域や自然植生度9近
辺、保安林、優れた自然の保全区分Bなど重要な場所を避けた風車の配置を検討いただき
たい。

　対象事業実施区域の一部が区界高原自然環境保全地域や宮古市区界高原鳥獣保護区、
自然植生度9、鳥獣保護区、保安林、優れた自然の保全区分Bに指定されております。し
かしながら、本事業の実際の改変区域（風力発電機建設ヤード、工事用・管理道路建
設、伐採等）は概ね尾根上の線上の改変に限られてくると考えること、また、かつてこ
の区域は牧野⇒畑地⇒再び牧野と、すでに人為的な改変が行われてきたと聞き及んでお
ります。そのため、今回の現地調査等により現状の重要な保全対象をしっかりと把握し
た上で、環境影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減するよう検討し、今後の
事業計画に反映いたします。

4
事業
区域

石川委員 28、175
　実施区域のほとんどが環境保全地域や水源涵養保安林と重複しており、環境への影響が
懸念されます。この区域以外についての実施の検討は行われたのでしょうか。また、この
実施区域でも問題ないと考えておられる根拠をご説明ください。

　広域的に「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構）、「環境アセスメント環境基礎情報データベースシステム」（環境省）、地
形的条件、道路アクセス、系統との連係等を総合的に検討の上、当該地域を選定いたし
ました。
　事業実施に伴う環境影響が全くないとは考えておりませんが、No.3にも述べましたよ
うに今後の現地調査等により現状の重要な保全対象をしっかりと把握した上で、環境影
響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減するよう検討し、事業計画に反映してい
きたいと考えております。
　また、地権者である簗川牧野農業協同組合様に本事業のご相談を行っており、風力発
電所としての利用について賛同をいただいております。

（№４追加）
　「この区域以外についての実施の検討は行われたのでしょうか。」についての回答があ
りません。風況や道路アクセスなどの理由は、事業としてなぜこの区域を選定したのかの
理由であり、私の質問の回答とは異なります。
　No.3への回答を引用していますが、ここでは「実際の改変区域」についてではなく、
「事業実施区域」が自然環境保全区域等に指定されていることを指摘していま す。その
ことを踏まえた回答をお願いします。

 事業地選定には、まずは事業性を判断するため、広域的に風況、地形条件、道路アク
セス、系統連系、用地取得の容易性から候補地域を挙げ、同時に自然公園、自然環境保
全地域、鳥獣保護区、特定植物群落、植物自然植生度8・9・10、希少猛禽類生息地メッ
シュ、保安林、緑の回廊、保護林、岩手県「優れた自然」、重要な地形等の情報も併せ
て検討しましたが、これら環境保全上の指定地域を完全に避けながら事業性を維持でき
る区域は容易には設定できませんでした。また、計画は当初16基で現状の対象事業実施
区域から北西側にも広く取っていましたが、基数を11基まで削減するとともに風車間隔
を約350mから約250mに圧縮する工夫を行い、極力区域を削減する努力を行いました。
　対象事業実施区域は、アセス手続き途中での顕著な拡大はできないため（修正前の対
象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域に加わる場合は方法
書からやり直しとなる）、想定する改変区域よりかなり大きめに設定しております。
　一方、現時点の概略設計における想定改変区域を添付資料2 図1【非公開】にお示し
しますが、概ね尾根線上に風力発電機ヤードを配置し、それを繋ぐ形で工事用・管理用
道路を計画しており、線上の改変区域となり、ほとんどの対象事業実施区域は改変する
事は無いため、各種指定区域への環境影響もより小さくなるものと考えております。

5
事業
区域

齊藤委員 161、165
　対象事業実施区域が保全区分「B」で、かつ区界高原自然環境保全地域を含んでいる。
区界高原自然環境保全地域を風力発電機設置箇所とした理由を説明いただきたい。

　No.3及び4の回答で集約させていただきます。

6
事業
区域

髙橋専門
調査員

28
　本事業区域は自然環境保全地域・鳥獣保護区・保安林が大半を占めている。このような
保全地域での大規模改変事業は見送るべきである。

　No.3及び4の回答で集約させていただきます。

資料No.１-４
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№ 項目 委員名 図書頁 質問・意見 事業者回答

7 大気 永幡委員 193、203

　地図をみる限り、大雑把な地点としては、方法書で提案された「沿道①、沿道②」でよ
いと思われるが、この縮尺では具体的な測定・予測地点の確認ができない。実際の調査・
予測地点の選定時には、道路形状、道路勾配や住宅の道への張り付き方などを勘案し、保
全対象への影響が最も大きくなるところを確実に選択していただきたい。その上で、評価
準備書においては、具体的に選んだ調査・予測地点が、運搬経路内で最も保全対象に対す
る影響が大きくなることが確認できる資料を示していただきたい。

　ご指摘の点に留意し、道路形状、道路勾配や住宅の道への張り付き方などを十分検討
の上、適切な沿道調査地点を設定いたします。道路断面図等の詳細情報は準備書に記載
いたします。

8 大気 永幡委員 193、203

　p.137の記述によれば、対象事業実施区域及びその周囲には、騒音に係る環境基準の類
型があてはめられた地域はないとのことである。周知のとおり、環境基準は地域指定制の
ため、類型が指定されていない地域においては、適用されない。何らかの理由で、どうし
ても環境基準を準用したい場合は、その正当性、妥当性を示す必要があり、準用する基準
値を選んだ根拠についても明らかにする必要がある。なお、環境基準の準用にあたり、騒
音に係る環境基準の類型指定はされていない地域において、「幹線交通を担う道路に近接
する空間」の特例をあてはめることは極めて暴力的であることには留意していただきた
い。

　評価にあたっては「幹線交通を担う道路に近接する空間」の特例を当てはめることが
ないよう、留意いたします。

9 大気 永幡委員 197、199

　風力発電機による騒音の健康影響については、科学的に十分に明らかになっているとは
言えないのが現状である。日本における疫学調査の中にも、風車から住居の距離が1500m
以内だと、2000m以上離れている人に対して睡眠障害のオッズ比が約2倍で、有意な増大が
認められる、という報告もある（例えば、石竹ら、音響学会誌　74(5)）。このような知
見があることも十分に踏まえ、科学的な知見が不十分な中で住民の健康が確実に守れる評
価の方法について、ご提案いただきたい。また、評価準備書においては、不幸にも問題が
発生した場合の対処について、明確に示していただきたい。

　現行の環境影響評価法、その他関係法令、環境影響評価の手引き等に定められた手法
に基づき予測を行い、基準・指針等に基づいた評価を適切に実施いたします。
　「住民の健康が確実に守れる評価の方法についての提案」につきましては、一事業者
としては困難でございますが、今後、そのような現行よりも改善された評価方法や基準
が確立された場合は、直ちに取り入れて対応いたします。
　また、万が一本事業実施により住民の方々への健康影響が発生した場合には、事業者
として責任をもって対応いたします。

10 水環境
伊藤（歩）

委員
44、208 　小河川や沢などの情報も可能な限り地図上に示してください。

　今後の現地調査時に、地形図に無い小川や渓流、沢等の存在が明らかになった場合、
準備書の図書に記載いたします。

11 水環境
伊藤（歩）

委員
128

　対象事業実施区域から最も近い水道水源（表流水）や湧き水などの位置を地図上に示し
てください。

 水道水源につきましては、盛岡市、宮古市にも問い合わせを実施いたしましたが、明
確になったものは方法書P128に示しました「去石田代浅井戸」のみでした。これ以外の
表流水や湧き水の利用は行われている可能性があると思われますが、自治体としては把
握されていないとのことでした。

（№11追加）
　「去石田代浅井戸」の位置を地図上に示してください。

「去石田代浅井戸」につきましては、方法書3.2-13（128）ページに記載しておりま
す。添付資料2 図2に再掲いたします。

12 水環境
伊藤（歩）

委員
208、228

　水質調査地点が対象事業実施区域からかなり離れています（特に西側）。集水域の末端
部で採水可能な場所を選定されていると思われますが、できるだけ実施区域に近い場所
（上流側）にも調査地点を設定するようにご検討ください。その場合、水生生物の調査地
点もできるだけ水質調査地点と同じ場所となるように選定してください。

　水質調査地点設定については、対象事業実施区域全体からの降雨流出を漏れなく捉え
られるよう流域解析を行うとともに現地確認を行い、降雨出水時にも安全かつ確実に採
水が可能なことを確認の上、設定いたしました。しかしながらご指摘を踏まえ、より上
流部に設定可能な調査地点が存在するか、再度検討を行います。水生生物の調査地点も
極力水質調査地点と同じ場所となるよう検討いたします。

13 水環境 石川委員 208
　水質を測定する地点は、他の河川が合流する前でなければ影響を過小評価する可能性が
あります。特に水質⑥は３河川が合流する前に地点を設定するべきです。

　水質⑥については、ご指摘のとおり北側の飛鳥地区からの沢（名称不明）、東からの
栃沢、南東から合流する沢（名称不明）の合流部（橋が存在）になっておりますが、再
度詳細に現地確認を行い、飛鳥地区からの沢の流路内に1地点、栃沢の流路内に1地点を
確保できるか検討いたします。これにより対象事業実施区域からの流出には関係しない
南東から合流する沢の流域を分離します。

14 水環境
伊藤（絹）

委員
45

　水質汚濁に関わる苦情受理件数として、盛岡市では５件発生していますが、苦情内容に
ついてわかる範囲でおしえてください。

　水質汚濁に関して盛岡市に問い合わせました結果は、添付資料1【非公開】にお示し
いたします。

15
地形・
地質

大河原委員 207
　図3.1-12（p.50）の表層地質図に基づき土質調査地点を３地点としていますが、現地の
地質状況を踏まえ、場合によっては3地点を増やすことを想定しているか伺いたい。

　対象事業実施区域の北西側の領域は、広く砂岩・泥岩・珪岩質岩石の互層となってお
りますが、領域が広いため土質①の北西側で調査地点を増やす検討を行います。
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№ 項目 委員名 図書頁 質問・意見 事業者回答

16
土地の
安定性

大河原委員 174
　「対象事業実施区域の周囲に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域がある」につ
いて、本事業との関連（の有無）について伺いたい。

　現時点では対象事業実施区域として改変の可能性がある場所として広く設定しており
ますが、今後詳細化する改変区域（風力発電機建設ヤード、工事用・管理道路建設、伐
採等）は概ね尾根上の線上の改変に限られてくると考えております。現時点で対象事業
実施区域に最も近い土砂災害特別警戒区域は、北側の本田沢の流路に沿った区域です
が、最も北側に位置する風車1号機からは約1kmの距離があります。従いまして実際には
本事業のこの区域への影響はないものと考えております。

17
土地の
安定性

大河原委員 174
　「対象事業実施区域の周囲に山地災害危険地区がある」について、本事業との関連（の
有無）について伺いたい。

　対象事業実施区域に最も近い崩壊土砂流出危険地区（山地災害危険地区）は、対象事
業実施区域の道路改変部の西端から約400m程度となりますので、道路改変工事によるこ
の区域への影響はないものと考えております。

18 動物 大西委員 217
　コウモリの音声モニタリング調査は、高度約10ｍと50ｍにマイクを取り付けるとしてい
る。しかし、本事業における風車の地面からブレード下端までの高さは61.5ｍであり、調
査に用いるマイクはその高さに達していない。61.5m以上に設置すべきである。

　先端部にマイクを固定することが困難ですが、可能な限り高い場所への設置を試みま
す。

19 動物
伊藤（歩）

委員
189

　猛禽類に関する専門家の意見について、岩手県内の専門家からも意見を聞くべきである
と思われるが、そうされなかった理由について説明してください。

　環境影響評価手続き開始前の事業立案時に、事前に岩手県内に最もお詳しい専門家に
ご相談に伺っておりました。その後方法書作成着手後に担当スタッフも同席の上、正式
に猛禽類に関するヒアリングをさせていただくつもりでおりましたが、そのヒアリング
ができなかったため、事前相談時の内容につきましては方法書には掲載不可と認識して
おりました。
　今後、内容については専門家へ確認させていただいた上、準備書以降にてお示しいた
します。

（№19追加)
　No.21のご質問にもあるように事前にヒアリングしているのであれば、準備書では遅い
ので、方法書の段階でヒアリング結果を示してください。

　岩手県内に最もお詳しい専門家に事前のご相談に伺いましたが、これは正式なヒアリ
ングとは認識しておりませんでした。方法書に記載する「専門家ヒアリング」について
は事業計画がある程度明確になった後、専門スタッフ同行で改めてお願いするつもりで
おりましたが、お受けいただけなかったため、方法書に記載の専門家にお願いいたしま
した。この専門家は全国的な知見を有する方でいらっしゃり、岩手県内における猛禽類
に関する調査手法についても十分な知見を有しておられる方と認識しております。

20 動物 前田委員 189

21 動物 前田委員 189
　2022年11月10日に、事業地周辺の猛禽類の生息状況を良く知る専門家にヒアリングを行
なったと聞いています（辞退はされていません）。その結果を掲載して下さい。

　上記No.19の回答と同じとなりますが、環境影響評価手続き開始前の事業立案時に、
事前に岩手県内に最もお詳しい専門家にご相談に伺っておりました。その後方法書作成
着手後に担当スタッフも同席の上、正式に猛禽類に関するヒアリングをさせていただく
つもりでおりましたが、そのヒアリングができなかったため、事前相談時の内容につき
ましては方法書には掲載不可と認識しておりました。
　今後、内容については専門家へ確認させていただいた上、準備書以降にてお示しいた
します。

（№21追加）
　猛禽類に関する専門家からの情報は、この場所で事業が可能かどうかに関わりますの
で、準備書に先送りはできません。また、この情報を示さずにパブリックコメントを受け
ることは不適切ですので、すぐに方法書に追加して公表が必要です。

　繰り返しとなり恐縮ですが、方法書に記載する正式な専門家ヒアリングはお受けいた
だけませんでしたので、他の専門家にヒアリングをお願いし、方法書に記載いたしまし
た。方法書に記載するヒアリング内容として不足は無いものと考えております。

22 動物 前田委員 215、241
　11月10日のヒアリングによって、事業地周辺にイヌワシが生息していることは聞いてい
るものと思います。しかし、猛禽類調査ではクマタカの生活史を参考とした手法を採用
し、生態系評価の上位性注目種としてもクマタカを選定している理由を示して下さい。

　対象事業実施区域から1.5㎞の範囲を調査範囲としております。その範囲において営
巣している可能性が考えられること、また、年間を通じて確認できる可能性が考えられ
るため、上位性注目種として選定をいたしました。

※非公開
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№ 項目 委員名 図書頁 質問・意見 事業者回答

23 動物
髙橋専門
調査員

213、215
　任意観察やスポットセンサスを補完するために夜間～早朝の自動録音調査を追加するこ
と。

　ご意見を踏まえ、自動録音調査について、追加いたします。

24
事業

区域、
動物

前田委員 5
　専門家からも指摘されているように、当事業地周辺はイヌワシの重要な採餌環境であ
り、風力発電施設の建設には不適切な立地です。専門家に相談の上、他の地域で事業地を
探して下さい。

　方法書にてイヌワシ等猛禽類の調査については記載しております。調査の中で餌場に
している事が認められれば、近隣に餌場を今回の計画地以上に確保してまいる所存で
す。

（№24追加）
　地元の専門家から採餌場所だと言われても信用しないのであれば、ヒアリングの意味が
ありません。また、保全措置は代償ではなく回避が原則です。

　現地猛禽類調査については、弊社別事業である岩手九戸風力発電事業方法書の技術審
査会（令和5年７月）において前田委員よりご指摘いただいた点も考慮し、非営巣期間
も含めた連続２年間にわたる調査を令和5年9月に開始いたしました。イヌワシの採餌環
境としての利用の有無も含め調査を継続しております。その結果を踏まえた保全措置等
については、専門家へも相談させていただきます。なお、現時点（令和5年12月）まで
の調査では採餌の実績は見られておりません。

25
事業

区域、
動物

髙橋専門
調査員

68
　本事業区域はイヌワシとクマタカの生息域であり、バードストライクや生息地消失とな
る事業は見送るべきである。

　上記No.24に合わせ、風車にバードストライク対策や風車の周りが餌場にならないよ
うな対策を実施します。

26 動物
伊藤（絹）

委員
125

　これまでに閉井川漁業協同組合と盛岡河川漁業協同組合に対しての説明などは実施され
ていますか。

　まだ閉井川漁業協同組合と盛岡河川漁業協同組合に対してのご説明が未実施ですが、
今後、関係の皆様の意見も聞きながら対応いたします。

27 動物
伊藤（絹）

委員
215

　魚類の調査時期に関して、春と夏の二季だけの調査計画になっていますが、秋の調査を
実施しない理由を教えてください。冬季については難しいかもしれないのですが、秋の調
査は可能のように思います。秋の実態も重要項目であると考えられますが、どのようなお
考えなのでしょうか。

　文献その他資料調査により確認した重要な種の主な活動時期であり、捕獲の可能性が
高い時期として選定いたしました。

（№27追加）
　活動時期としては秋季も重要な季節ですし、出現優占種にも違いがあると思われます。
この地域の生物の特徴、生態を理解するためには現地の調査が大変重要な意味を持つもの
と考えられるので、調査計画の再検討をお願いしたい。

　ご意見を踏まえ、秋季調査を追加することを検討いたします。

28 景観
伊藤（歩）

委員
109

　主要な眺望点から風車群がおおよそどのような見え方になるのかフォトモンタージュの
例を示していただきたい。

　方法書はフォトモンタージュを作成するための現地調査の手法及び、準備書や評価書
で実施する予測及び評価の手法をお示しし、ご意見をいただく段階となります。また、
風力発電機の配置も様々検討している段階であることから、現地調査実施前である方法
書においてはフォトモンタージュをお示しできませんでした。準備書において、フォト
モンタージュをお示しいたします。

29 景観 三宅委員 253

　ここで取り上げている景観資源は視対象のことでしょうか？
　視対象とするのなら、眺望点から眺望可能な範囲と距離からも景観資源を抽出する必要
があります。例えば、本事業対象地は兜明神、岩神山からの岩手山、見晴山からの姫神山
への眺望を阻害しないかの検討が必要です。巨大かつ垂直な人工物は視線を誘導するので
60℃よりも広い120℃の視野角で検討することが重要です。

　景観資源については、客観的に調査・予測・評価するために、「第3回自然環境保全
基礎調査　自然環境情報図」（環境庁、平成元年）に記載される「自然景観資源」を対
象としています。
　なお、準備書へのフォトモンタージュの掲載については、『人間が特定の対象を非探
索的に眺める場合（例：展望台から景色を眺める場合）の視野は、既住の研究結の結果
によって「60°コーン説」が定説となっている。つまり、特定の眺望対象がある場合、
その眺望対象を中心とする60度の範囲の重要性が高まる（景観改変行為による影響が大
きくなりやすい）。』（「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術
的ガイドライン」平成 25 年 3 月、環境省より）という知見を踏まえ、水平画角60度
で掲載する方針としております。
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№ 項目 委員名 図書頁 質問・意見 事業者回答

30 景観 三宅委員 253
　本事業区域に関しては、主要な眺望点からの眺望景観の変化をフォトモンタージュで予
測し、評価する必要がある。眺望に関しては広域になるので、「対象事業実施区域及びそ
の周囲」では不十分である。

　方法書はフォトモンタージュを作成するための現地調査の手法及び、準備書や評価書
で実施する予測及び評価の手法をお示しし、ご意見をいただく段階となります。今後、
現地調査を実施し、その結果を準備書において予測評価いたします。また、「自然との
触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ） 調査・予測の進め方について　～資料編～」
（環境省　自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成12年）にお
いて、「垂直視角と送電鉄塔の見え方」は、垂直見込角が1～2°を超えると景観的に気
になり出す可能性がある」とされているため、視野角1度以上で将来の風力発電機が視
認される可能性のある範囲（約10.3㎞）を「対象事業実施区域の周囲」として文献調査
を行っており、文献調査の結果については3章にお示しのとおりとなります。文献調査
の結果及び可視領域図から風力発電機が視認される可能性がある地点を、4章において
主要な眺望点としてお示ししております。

31 景観 三宅委員 253

　兜明神、岩神山、見晴山から眺望される主要な山、丘陵等を抽出する必要がある。兜明
神は視対象としても重要な資源であり、早池峰山から兜み明神への眺望に限らず、例えば
宮古方面の国道あるいはJR山田線車窓などからその背景に風車が林立するのかを予測・評
価する必要がある。誰が評価するのか。

　主要な眺望点につきましては、観光客等が眺望目的で利用する可能性がある場所や、
地域住民の皆様が慣れ親しんでいると考えられるビュースポットとして、「①岩神
山」、「②見晴山」、「③兜明神岳」を選定しており、兜明神岳を望むビュースポット
として、『いわての残したい景観』（岩手県HP）も参考として「④区界高原」、「⑤道
の駅区界高原」を選定しております。
　宮古市方面の国道沿い及びJR山田線においては、眺望目的で利用される駐車帯や駅等
が、文献調査において確認されなかったことから主要な眺望点として選定しておりませ
んが、引き続き情報収集に努め、眺望目的で利用される駐車帯や駅等のビュースポット
が確認された場合には、適宜主要な眺望点に追加選定いたします。
　選定いたしました主要な眺望点の現地調査においては、眺望に関する設備の状況、や
眺望の特性、利用状況等についても調査を実施し、住民説明会等の場を通じて意見聴取
に努め、現地調査の結果や、いただいたご意見等を踏まえて、予測及び評価を行い、眺
望景観に配慮した事業計画となるよう、努めてまいります。

32 人触れ 齊藤委員 109

 図に示されたとおり、対象事業実施区域近隣は自然を楽しむ多くの人が集うエリアに
なっている。自然景観や自然との触れ合いを考えると事業の実施が極めて困難に思える
が、このエリアが風力発電設置に最適と判断した理由や、設置による利点を説明いただき
たい。

　自然を楽しむ場所のエリアから少し離し、地元に愛される風力発電所を計画しており
ます。なお、住民説明会におきましては、風力発電施設近傍に人が集まれるような施設
（例えば東屋や展望台等の人と自然とのふれあい活動の場）を作ってほしいとの具体的
ご要望もいただいており、今後検討を行ってまいります。

33 人触れ 永幡委員 256-260

　p.112-113の記述をみると、事業地域周辺には、キャンプ場やトレッキングルート等
の、一定程度の静穏性が求められると考えられる人と自然とのふれあい活動の場が認めら
れる。特に、「自然観察」に野鳥観察（バードウォッチング）が含まれるならば、かなり
の程度の静穏性が求められることも考えられる。そのため、施設の稼働により、それぞれ
の人と自然とのふれあい活動の場において求められる静穏性が、十分に確保できるのかに
ついての評価が必要不可欠である。

　ご指摘も踏まえ、人と自然との触れ合いの活動の場におきましても環境要因として
「施設の稼働」を選定いたします。
　なお、住民説明会におきましては、風力発電施設近傍に人が集まれるような施設（例
えば東屋や展望台等の人と自然とのふれあい活動の場）を作ってほしいとの具体的ご要
望もいただいており、今後検討を行ってまいります。

34
土地
利用

平井委員 -
　事業実施区域の一部は国有林のようですが、その他の土地の所有者のおおまかな情報を
お教えいただけますでしょうか。重ねて、所有者（国有林の管理者を含む）との交渉の状
況についてもお聞かせください。

　対象事業実施区域の所有者としては、簗川牧野農業協同組合、簗川生産森林組合、二
和木材、共有地が主であり、国有林は極力使わない予定としております。所有者から
は、地元の活性化、地元貢献のためにも、風力発電施設の適地であれば是非とも開発し
てほしいとのご意向をいただいております。

35 その他 大河原委員 10

　「工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートは図2.2-5のとおりである。既
存道路のカーブ部分の拡幅等（伐採・造成・鉄板敷設等）は最小限にとどめ、各風力発電
機の設置箇所に至る道路を整備する」とあります。ここでの“最小限にとどめ”につい
て、もう少し具体的な方針を伺いたい。

　既存道路のカーブ部分の拡幅等で必要となる土工量や伐採範囲等の改変を極力最小限
に抑える方針といたします。大型部品搬入も同じルートとなりますが、起立装置付きの
特殊トレーラー等を用い、ブレードを起立させて搬入する等で、極力道路改変の程度を
抑える方針です。

36 大気 関係課 10、192
　「５　調査期間等」に平日及び土曜日のの昼間（6～22時）各１回実施との記載があ
り、2.2-8（10）頁の2.交通に関する事項の(2)には特殊車両による大型部品の輸送は夜間
実施すると記載されている。夜間の輸送は、この時間内に行われるのか。

　大型部品の輸送は、既存交通への影響を最小にするため、昼間（6～22時）ではなく
深夜に実施します。風力発電機1基当たり1日最大5台程度の車両（車列）で行う予定
で、ルート上は速度20km/h以下の低速で、一過性の通行となります。
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37 大気 関係課 10、193
　2.2-8（10）頁の2.交通に関する事項の(2)に特殊車両（トレーラー等）への積み替え作
業を行う可能性あることを記載しているが、積み替えを行うこととした場合に、「３　調
査地域」の選定に変更は生じるのか。

大型部品の積み替え作業を行う必要が発生した場合は、ルート上の空き地の使用を検討
します。この空き地での改変等は行いません。従いまして、調査地域に変更はないと考
えております。
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別添資料（質問 No.４） 
※非公開資料

※非公開

資料№１-５
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別添資料（質問№11） 

図 2 水道用水の取水地点（去石田代浅井戸） 

39



別添資料（質問 No.14） ※非公開資料

※非公開
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11 号機 

1 号機 

資料№１-６
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補足資料 3 騒音、超低周波及び振動調査位置
環境① 

※非公開資料

※非公開
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補足資料 3 騒音、超低周波及び振動調査位置
環境② 

※非公開資料

※非公開
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補足資料 3 騒音、超低周波及び振動調査位置
環境③

※非公開資料

※非公開

48
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補足資料 3 騒音、超低周波及び振動調査位置
沿道① 

※非公開資料

※非公開
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補足資料 3 騒音、超低周波及び振動調査位置
沿道② 

※非公開資料

※非公開
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〇事業計画の変遷 
第 1案 対象事業実施区域は、現時点案より北西側に 1.7km 程度広がった区域であった。1 号

機は現時点案より 1km 程度北西に位置していた。風力発電機間隔は概ね 350m 程度
で配置していた。 

第 2案 北西側の保安林内の風力発電機削減するため、全体の風力発電機間隔を調整し、狭い
ところでは 250m 程度になるまで狭め、北西側 3 基を削減した。代わりに南東側に 1
基増やし（11 号機）、総基数は維持した。また、中央付近に位置する風力発電機を若
干移動し（尾根線からは大きく外れない程度）、極力保安林内に入らないようにした。 

現時点案 対象事業実施区域から「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）の
『兜明神嶽』の領域と重なる部分を除外した。 

典型地形領域を除外 
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第2種事業の判定に係る
課題と対応の方向について

岩手県環境生活部環境保全課

第2種事業の課題と対応の方向

課題と対応の方向 '’ 
.—― •.—三 ― 、 - 、 - - : : :マ； ： ： ：． ＝ 

＝
・＊• E : ． ， ＇ - .  - ． • '・ニ · • 

謎 II 対応の方向

①事業概要書の記載事項が不明確

•第2種事業の実施事業者から事業概要書の書き方の問い合わせが多 ► 事業概要書に記載すべき項目、内容、留意事項、添付資料の種類
い。 等を整理し、周知する。

・事業概要書は公開されない資料のため事業者が参考にできるものが少
ない。

・アセスに準じたフルスペックの評価が必要との誤解から負担感を訴える声

がある。

②判定基準が抽象的で分かりにくい

・判定基準は公表しているが、規定の趣旨や具体的な内容などが示され ► 判定基準の逐条解説を整理し、周知する。

ていない。 ► 「周囲」については、環境影習評価手続において検討される「環境影
・地域特性を把握する範囲である「第2種事業が実施されるべき区域及 器を受けるおそれがあると認められる地域」等との整合を踏まえ、その

びその周囲」の「周囲」が具体的に示されていない。 考え方を整理する。

資料№２-２
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環境影響評価手続の実施状況等について 

１ 法及び条例に基づく環境影響評価手続の実施状況（令和６年１月５日現在）

手続実施 手続中 手続終了 知事意見 配慮書 方法書 準備書 

1.道路 ５ １ ４ ７ ４ ３ 

2.河川 ２ １ １ ４ ３ １ 

3.鉄道

4.空港

5.発送電

火力 ４ １ ３ ４ ３ １ 

風力※ 37 32 ５ 60 29 18 13 

太陽光 １ １ １ １ 

その他※ ３ ３ ８ ２ ３ ３ 

6.廃棄物 12 １ 11 19 10 ９ 

7.公有水面

8.区画整理 １ １ ２ １ １ 

9.新住宅

10.新都市

11.流通団地

12.宅地造成

13.レク施設 １ １ １ １ 

14.砂利採取

15.鉱物採掘 １ １ ２ １ １ 

16.ばい煙

17.終末処理 ２ ２ 

18.畜産農業

19.建築物 14 14 ４ ２ ２ 

20.その他

合計 83 37 46 112 31 47 34 

資料№２-３ 
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２ 風力発電所の環境影響評価手続の実施状況（令和６年１月５日現在）         

（届出順） 
No. 事業名 実施場所 規模 区分 事業（手続）主体 配慮書 方法書 準備書 評価書 運転開始 備考

1 鹿角・上沼風力発電事業 秋田県鹿角 50,600 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2014年8月 2015年1月

2
住田遠野風力発電事業（住
田遠野ウィンドファーム）

遠野、住田 99,750 法1種
合同会社グリーンパワー
住田遠野

2014年10月 2015年2月 2016年5月 2020年3月 2023年5月
4200*27

3
葛巻ウィンドファームプロ
ジェクト

葛巻 110,400 法1種 三菱商事㈱ 2015年7月 2015年12月 2016年8月

4
折爪岳南（Ⅱ期地区）風力
発電事業

九戸、一戸、葛
巻

125,800 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2015年7月 2016年10月

5
折爪岳南（1期地区）風力発
電事業

二戸、一戸、九
戸

46,800 法1種 合同会社JRE折爪岳南1 2015年7月 2016年2月 2017年2月 2020年1月 2023年1月
接続容量44180kW
3600*13

6 ノソウケ峠風力発電事業 軽米、洋野 30,000 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2015年8月

7
グリーンパワー稲庭田子風
力発電事業

二戸、八幡平、
青森県田子

115,600 法1種
合同会社グリーンパワー
稲庭田子

2015年8月 2016年3月 2017年3月 2023年8月

8 稲庭風力発電事業 二戸、八幡平 134,400 法1種 稲庭ウインド合同会社 2015年11月 2021年9月 2023年4月

9 高森筍平風力発電事業 二戸 69,000 法1種 日立造船㈱ 2016年7月

10 稲庭岳風力発電事業 二戸 180,000 法1種 日立造船㈱ 2016年9月

11 洋野風力発電事業 洋野 128,000 法1種 洋野風力開発㈱ 2016年10月 2017年3月 2022年8月

12 田野畑風力発電事業
岩泉、田野畑、

普代
90,000 法1種 日本風力開発㈱ 2016年12月 2017年5月

13
袖山高原ウィンドファーム事
業

久慈、葛巻、岩
泉

150,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2016年12月

14 SGET岩泉ウィンドファーム 宮古、岩泉 46,000 法1種
SGET岩泉ウィンドファー
ム合同会社

2017年1月 2017年7月 2019年12月 2021年10月

15 八幡平風力発電事業 八幡平 200,000 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2017年2月

16
岩手銀河(1)及び(2)ウインド
ファーム建設事業

一関、住田 72,000 法1種 エコロジー総合研究所㈱ 2017年10月

17
岩手洋野における風力発電
事業（仮称）

洋野 30,600 法1種 ＳＢエナジー㈱ 2017年11月

18 紫波・花巻風力発電事業 花巻、紫波 60,200 法1種 電源開発㈱ 2017年12月

19
釜石広域風力発電事業更
新計画

釜石、遠野、大
槌

42,900 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2018年5月 2019年1月 2021年1月

20 折爪岳北風力発電事業
二戸、軽米
青森県南部

95,200 法1種
ジャパン・リニューアブル・
エナジー㈱

2018年7月 2016年10月

21 岩手久慈風力発電事業
久慈、軽米、九

戸
75,000 法1種 東急不動産㈱ 2021年11月 2022年11月

22 西久慈風力発電事業
久慈、九戸、葛

巻、軽米
439,200 法1種

インベナジー・ウインド合
同会社

2022年5月

23 一戸・稲庭風力発電事業 二戸、一戸 219,600 法1種
インベナジー・ウインド合
同会社

2022年5月

24 久慈山形風力発電事業 久慈 105,000 法1種 HSE㈱ 2022年6月 2023年11月

25 薮川地区風力発電事業 盛岡、岩泉 140,000 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2022年8月 2023年3月 配慮書230MW

26 宮城気仙沼風力発電事業 宮城県気仙沼 43,000 法1種 東急不動産㈱ 2022年9月 2023年3月

27
岩手大船渡陸前高田風力
発電事業

大船渡、
陸前高田

110,000 法1種 東急不動産㈱ 2022年10月

28 小軽米風力発電事業 軽米、洋野 150,000 法1種 ＨＳＥ㈱ 2022年11月

29 盛岡薮川風力発電事業 盛岡 168,000 法1種 ㈱レノバ 2022年12月

30 高森高原風力発電事業 一戸 25,300 法1種 岩手県企業局 2013年3月 2015年2月 2015年10月 2018年1月
2300*11

31 住田ウィンドファーム事業
住田、一関、陸
前高田、奥州

165,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2013年3月

32 岩手九戸風力発電事業 洋野、軽米 46,200 法2種 ㈱タカ・クリエイト 2023年3月

33 姫神ウィンドパーク事業 盛岡、岩手 18,000 法1種 エコ・パワー㈱ 2012年7月 2015年10月 2019年4月
実施要綱アセス
2000*9

34
新葛巻風力発電事業・葛巻風力
発電事業（くずまき第二風力発電
所）

葛巻、岩泉 67,000 法1種 電源開発㈱ 2015年4月 2016年2月 2020年12月
2000*16
2100*6

35
釜石広域風力発電事業拡
張計画

遠野、釜石、大
槌

114,000 法1種
㈱ユーラスエナジーホー
ルディングス

2015年2月

36 宮古岩泉風力発電事業 宮古、岩泉 199,500 法1種
㈱グリーンパワーインベス
トメント

2015年7月

37 盛岡簗川風力発電事業 盛岡、宮古 46,200 法2種 ㈱タカ・クリエイト 2023年9月

合計 37 事業 13 11 6 2 5
4,008,250 kW 1,878,600 982,000 729,200 161,600 256,850

県内計 35 事業 13 9 6 2 5
3,934,650 kW 1,878,450 888,400 729,200 161,600 256,850

電力量 kWh（百万） 4,114 1,946 1,597 354 563

累計出力 kW 3,914,500 2,036,050 1,147,650 418,450 256,850

累計電力量 kWh（百万） 8,573 4,459 2,513 916 563

※詳細は県ホームページ参照。なお、「電力量」は届出上の出力をもとに機械的に算定したもの。  
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３ 令和５年度の環境影響評価審査の予定（令和６年１月５日現在）【非公開】      

 
 

事業種 事業名 
手続 
段階 

事業主体 
予備 
審査 

事前 
審査 

現地 
調査 

審査会 

１ 
河川 

（ダム） 

北上川上流ダム再

生事業 
方法書 

国土交通省東北地方

整備局 
- ○ - 6/1 

２ 
風力 

発電所 

薮川地区風力発電

事業 

法 

方法書 

(株)グリーンパワー

インベストメント 
- ○ - 7/26 

３ 
風力 

発電所 

岩手九戸風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- ○ - 7/26 

４ 建築物 

SMC 遠野サプライ

ヤーパーク建設計

画 

条 例 ２

種判定 
SMC株式会社 ○ - 6/26 7/26 

５ 
風力 

発電所 

宮城気仙沼風力発

電事業 

法 

方法書 
東急不動産㈱ - ○ - 書面 

６ 
風力 

発電所 
稲庭風力発電事業 

法 

準備書 

稲庭ウインド合同会

社 
- ○ 8/9 9/7 

７ 
太陽光 

発電所 

大船渡第一・第二

太陽光発電所事業 

条 例 ２

種 方 法

書 

岩手三陸太陽光発電

合同会社（自然電力

㈱） 

‐ ○ ‐ 10/31 

８ 建築物 
東北生産・物流セ

ンター建設事業 

条 例 ２

種判定 

東京エレクトロンテ

クノロジーソリュー

ションズ㈱ 

‐ 未定 未定 10/31 

９ 
風力 

発電所 

盛岡梁川風力発電

事業 

法２種 

方法書 

株式会社タカ・クリエ

イト 
- 未定 - 未定 

10 
廃棄物 

処理施設 

エネルギー回収型

一般廃棄物処理施

設事業 

条例 

準備書 

一関地区広域行政組

合 
- 未定 未定 未定 

11 
風力 

発電所 

西久慈風力発電事

業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

12 
風力 

発電所 

一戸・稲庭風力発

電事業 

法 

方法書 

インベナジー・ウイン

ド合同会社 
- 未定 - 未定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※非公開 
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